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証
券
取
引
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
表

○

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
安
定
操
作
取
引
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
安
定
操
作
取
引
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
二
十
条

安
定
操
作
取
引
（
法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い

第
二
十
条

安
定
操
作
取
引
（
法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
目
的
を
も
つ
て
す
る
一
連
の
上
場

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
目
的
を
も
つ
て
す
る
一
連
の
上
場

有
価
証
券
売
買
等
又
は
一
連
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
売
買
等
を
い
う
。
以
下
同

有
価
証
券
売
買
等
又
は
一
連
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
売
買
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
そ
の
申
込
み
、
委
託
等
若
し
く
は
受
託
等
（
媒
介
、
取
次
ぎ
（
有

じ
。
）
又
は
そ
の
委
託
等
若
し
く
は
受
託
等
（
媒
介
、
取
次
ぎ
（
有
価
証
券
等

価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
又
は
代
理
の
申
込
み
を
受
け
る
こ
と
を
い

清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
又
は
代
理
の
申
込
み
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。
次
条

う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
を
容
易
に

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
を
容
易
に
す
る
た
め

す
る
た
め
に
取
引
所
有
価
証
券
市
場
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て

に
取
引
所
有
価
証
券
市
場
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
一
連
の
上

一
連
の
上
場
有
価
証
券
売
買
等
又
は
一
連
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
売
買
等
を
行

場
有
価
証
券
売
買
等
又
は
一
連
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
売
買
等
を
行
う
場
合
で

う
場
合
で
な
け
れ
ば
、
し
て
は
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
、
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
目
論
見
書
へ
の
記
載
）

（
目
論
見
書
へ
の
記
載
）

第
二
十
一
条

安
定
操
作
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
、
委
託
等
若
し
く
は
受
託
等
は

第
二
十
一
条

安
定
操
作
取
引
又
は
そ
の
委
託
等
若
し
く
は
受
託
等
は
、
当
該
安

、
当
該
安
定
操
作
取
引
に
よ
り
そ
の
募
集
又
は
売
出
し
を
容
易
に
し
よ
う
と
す

定
操
作
取
引
に
よ
り
そ
の
募
集
又
は
売
出
し
を
容
易
に
し
よ
う
と
す
る
有
価
証

る
有
価
証
券
に
係
る
目
論
見
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
で

券
に
係
る
目
論
見
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
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な
け
れ
ば
、
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
委
員
会
へ
の
取
引
等
の
公
正
の
確
保
に
係
る
検
査
等
以
外
の
検
査
等
の
権
限

（
委
員
会
へ
の
取
引
等
の
公
正
の
確
保
に
係
る
検
査
等
以
外
の
検
査
等
の
権
限

の
委
任
）

の
委
任
）

第
三
十
八
条
の
二

法
第
百
九
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官

第
三
十
八
条
の
二

法
第
百
九
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官

に
委
任
さ
れ
た
権
限
及
び
こ
の
政
令
に
よ
る
金
融
庁
長
官
の
権
限
（
以
下
「
長

に
委
任
さ
れ
た
権
限
及
び
こ
の
政
令
に
よ
る
金
融
庁
長
官
の
権
限
（
以
下
「
長

官
権
限
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
第
二
十
六
条
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

官
権
限
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
第
二
十
六
条
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
（
法
第
二
十
七

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
（
法
第
二
十
七

条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項

条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項

並
び
に
第
二
十
七
条
の
三
十
の
規
定
に
よ
る
権
限
並
び
に
法
第
百
九
十
三
条
の

並
び
に
第
二
十
七
条
の
三
十
の
規
定
に
よ
る
権
限
並
び
に
法
第
百
九
十
三
条
の

二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
次
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
次
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
書
類
の
受
理
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
委
員
会

で
定
め
る
書
類
の
受
理
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
委
員
会

に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
命

に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
命

ず
る
権
限
並
び
に
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

ず
る
権
限
並
び
に
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
検
査
の
権
限
（
法
第
百
七
十
二
条
第
一
項
（
同
条
第
四

ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
検
査
の
権
限
（
法
第
百
七
十
二
条
第
一
項
（
同
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
七
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
七
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
の
検
査
に
係
る
も
の
を
除
く

項
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
の
検
査
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
は
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

。
）
は
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
二
十
七
条
の
五
本
文
（
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お

三

法
第
二
十
七
条
の
五
本
文
（
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
公
開
買
付
期
間
中
に
行
う
公

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
公
開
買
付
期
間
中
に
行
う
公
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開
買
付
者
若
し
く
は
そ
の
特
別
関
係
者
そ
の
他
の
関
係
者
又
は
参
考
人
に
対

開
買
付
者
又
は
そ
の
特
別
関
係
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
す
る
法
第
二
十
七

す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第

条
の
二
十
二
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
意
見
表
明
報
告
書
の
提
出

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
意
見
表
明
報
告
書
の
提
出
者
又
は
そ
の
関
係

者
若
し
く
は
そ
の
関
係
者
又
は
参
考
人
に
対
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二

者
に
対
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

２

（
略
）

２

（
略
）

（
犯
則
事
件
の
範
囲
）

（
犯
則
事
件
の
範
囲
）

第
四
十
五
条

法
第
二
百
十
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る

第
四
十
五
条

法
第
二
百
十
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る

罪
と
す
る
。

罪
と
す
る
。

一

法
第
百
九
十
七
条
の
罪

一

法
第
百
九
十
七
条
（
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
の
罪

二

法
第
百
九
十
七
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
又
は
第
十
三
号
の
罪

二

法
第
百
九
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
又
は
第
十
八
号
の
罪

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）
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○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
政
令
で
定
め
る
罪
）

（
政
令
で
定
め
る
罪
）

第
五
条
の
五

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲

第
五
条
の
五

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
七
条
第

十
二

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
七
条
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
罪
（
同
法
第
百
五
十
八
条
に
係
る
も
の
に
限
る
。

一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
罪
（
同
法
第
百
五
十
八
条
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）

）

十
三
～
四
十
五

（
略
）

十
三
～
四
十
五

（
略
）


